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令和 8年 7月 2日 
 

株式会社ノムラフーズとの連携を加速 
～「京都府農林水産業の活性化に関する協定」を７月９日に締結～ 

 
■京都府では、府内産農林水産物の更なる利用促進による京都府農林水産業の活性

化を目指し、株式会社ノムラフーズと７月９日に「京都府農林水産業の活性化に

関する協定」を締結しますので、当日の取材をお願いします。 

 

１ 経  過 

府内農林水産業の活性化に向けて、府内産農林水産物を活用した商品開発※に積

極的に取り組まれている株式会社ノムラフーズと更なる連携を図るため、このたび

協定を締結。 

今後は、宇治市に建設される新工場（令和９年６月稼働開始）とその隣接地に本

府が整備予定の「京都プレミアム中食オープンイノベーションラボ（仮称）」と連

携した商品開発や規格外品の活用に取り組むことにより、生産者の所得の向上、環

境負荷の低減などを図る。 

  ※府が設置する「京都食ビジネスプラットフォーム」を通じた「ネオおせち」の 

開発（令和７年度に販売） 

 

２ 日  時 

令和８年７月９日（木） 11：45～12：00 

 

３ 場  所 

  京都府庁１号館３階 会議室 

 

４ 出 席 者 

    株式会社ノムラフーズ取締役社長 長嶋
ながしま

 茂
しげる

 

  京都府知事 西脇
にしわき

 隆
たか

俊
とし

 

 

５ 協定概要 

(1) 京都府内産農林水産物の生産、品質及び特性の情報共有に関すること 

(2) 京都府内産農林水産物を活用した新商品（以下「新商品」という。）の企画・ 

検討及び開発に関すること 

(3) 新商品の商品化に向けた試作、製造及び販売に関すること 

(4) 新商品の加工や流通技術の研究開発に関すること 

(5) 地産地消及び SDGsの推進に関すること 

(6) その他、本協定の目的達成に資する事項 

 

＜参考：株式会社ノムラフーズの概要＞ 

  会 社 名 株式会社ノムラフーズ 

設   立 昭和 53年９月 25日 

所 在 地 京都府京都市伏見区下鳥羽西芹川町 66番地 

業務内容 冷凍商品（和惣菜類、おせち類）の製造加工および販売、店舗運営 

  

 式典のお知らせ 知事出席行事 

（次頁あり） 



 

＜参考：「京都プレミアム中食オープンイノベーションラボ（仮称）」＞ 

  商品企画から、試作、分析・評価、販売戦略までの一貫した商品開発支援のほか、

消費者ニーズに対応した食品加工研究開発を実施するため、令和９年に京都府農林

水産技術センターの食品加工研究部門として、京都府南部総合地方卸売市場内に整

備予定。 

 

 

【本報道発表に関するお問合せ】 

 農林水産部流通・ブランド戦略課 課長 山川 TEL 075-414-4940 

            課長補佐兼係長 田邉 TEL 075-414-4964 

 

    


